
★ 知っていればきっと役に立ちます！クーリング・オフ

訪問販売禁止板を無料配布しています
高齢者を中心に、悪質業者による訪問販売の被害が相次
いで報告されています。
しつこい訪問販売員の来訪を受けて困ったり、必要のな
いものをつい買ってしまったという経験はありませんか。
一度購入してしまうと別の業者も次々に訪問してきます。
不要なものの販売は、まずはっきり断ることが重要です。
「話を聞いてしまうと要らないものでも断れない」という
人のために、市では販売目的の訪問を拒否する内容を記
載した表示板を希望世帯に配布しています。

訪問販売禁止板

プラザおおるり１階・・・・・市民相談係で希望される方に無料でお配りしています。 2

ガイドの利用方法
　突然の電話による勧誘や、しつこい訪問販売、インターネットを悪用した通信販売などの悪質商法によるトラブルは
後を絶ちません。しかし、相手の手口を知っておくこと、トラブルに巻き込まれないための知識を持っていることで、被
害を未然に防ぐことができます。
　このガイドは、市内で実際に起こった事例を中心に、悪質商法や詐欺の手口、また、電話や訪問があった場合の対処
方法を分かりやすく紹介しています。
　普段からガイドに目を通し、電話の近くなどの取り出しやすいところへ置いて、不意の勧誘などに備えていただくこ
とをお願いします。
　また、どうしてよいか分からない時には、ひとりで判断しないで、まず、島田市消費生活センターへご相談ください。
　市は、市民の皆様のくらしに役立てていただくため、次の取り組みを進めています。ぜひ、ご利用ください。

縦18㎝×横 26㎝　厚さ 3㎜
アルミニウム・樹脂合板

POST

３,０００円未満の取引で商品を受け取り、同時に代金を全額現金で支払った場合
化粧品や健康食品などの一部を消費した場合
自動車
店舗や通信販売で購入した商品
訪問購入の場合、自動車、家電、家具、有価証券、本、CD、DVD、ゲームソフト等。ただし、
契約書を受け取っていない、契約書に法律で定められた内容が記載されていない場合な
ど、クーリング・オフできる場合があります。

こんな場合はクーリング・オフできません

契約解除通知の記載例

「契約解除通知」の写しを保管する
通知の内容をコピーし、保管しておくことでトラブルが防げます。
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クーリング・オフ期間内に「契約解除通知」を送る
「特定記録郵便」又は「簡易書留」で郵送し、差し出した
記録を残します。
差し出した日の消印まで有効です。
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事業者の不適切な勧誘により結んだ契約は取消すことができます。
　重要なことについてうそを告げられた　　　　　　　
　不確実なことを断定的に告げられた
　不利益になることを告げられなかった
　「帰ってほしい」「帰りたい」という意思表示を聞き入れてもらえなかった

クーリング・オフできなくても、まだあきらめないで！
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★ 利用方法 / 訪問販売禁止板を無料配布しています！ /生活用品活用バンクをご利用下さい

生活用品活用バンクをご利用ください
資源の有効利用のため、家庭でまだ使えるのに、不用となった生活用品を登録していただき、必要
とする人に紹介しています。

3

受付日時
開設場所
電話番号

取扱い品目
(品目例 )

毎週火曜日・木曜日　９時から１６時まで
市民安心課　市民相談係 (プラザおおるり１階 )

登録方法

譲渡の方法

市民安心課市民相談係窓口または電話にて、ゆずりたい物、ゆずってほし
い物の種類、名称及び詳細、住所、氏名、電話番号を登録します。

両者の条件が合う場合に紹介をします。
譲渡の詳細(物の確認・受け渡し方法等)は、当事者間でご相談いただきます。
ゆずってほしい方は運搬が必要になります。

３６－７１５３
家　　具
電気製品
ベビー・子ども用品
楽器・スポーツ用品
日用品雑貨
自 転 車

人形、衣類 (制服は除く )、食品、ガス器具、エアコン (工事の必要な物 )等は登録できません。!! 注意 !!
登録品の一部を広報しまだに毎月掲載します。
ホームページに毎週金曜日に更新した最新の登録情報を掲載しています。

島田市ホームページ･･･ くらし・手続き 市民相談 生活用品活用バンク

タンス・介護ベッド・ソファー・机・本棚　等
電子レンジ・冷蔵庫・洗濯機・ラジカセ　等
ベビーベッド・ベビーカー・チャイルドシート・制服　等
ギター・電子オルガン・健康器具　等
車いす・ミシン・臼と杵　等
大人用・子ども用・一輪車・キックボード　等

訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売のように、消費者が不意打ち的に勧誘
され、冷静に判断できないまま契約してしまいがちな販売方法について、法
律で定められた一定期間内であれば、無条件に契約を解除できる制度です。

知っていればきっと役に立ちます！クーリング・オフ

クーリング・オフ制度とは・・

クーリング・オフの方法

取引の種類 クーリング・オフ制度の
有無と期間内　容

自宅などへの訪問販売・催眠 (SF) 商法・
キャッチセールス　など

仕事の紹介や、仕事を提供するために必要
と言って商品やサービス、登録料などの名
目で金銭負担させる契約

エステ・語学教室・パソコン教室・
家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス

店舗以外の場所で、事業者が物品を消費者
から買取る契約

テレビ、ネット、新聞、雑誌などの広告を
見て申し込んだ契約

商品を販売する会員を次々に勧誘し、
組織を連鎖的に拡大していく商品や役務の販売

電話で勧誘された契約

訪問販売

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

連鎖販売取引
(マルチ商法 )

業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法 )

訪問購入

通信販売

８日間

８日間

８日間

８日間

20日間

20日間

返品規定
による

クーリング・オフ期間内か確認
契約書を受け取った日を含めて、期間内(上の表を参照)であればクーリング・オフ可能です。
(例：８日間の場合⇒火曜日なら翌週の火曜日まで可能)

1

「契約解除通知」を作成する
次頁の記載例を参考に、販売事業者宛ての「契約解除通知」を作ります。
契約を解除する旨を記入し、既に支払った代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
個別クレジット契約をした場合は、同時に信販会社にも「契約解除通知」を作ります。
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